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相続争い
　相続争いは、熾烈なものが多く、泥沼の紛争が何年も続く
ことがあります。
　親が遺言を残さずに亡くなった場合に、長男や親の面倒を
見てきた子が、自分が大半を相続するのが当然と考え、それ
以外の子と揉めるというのが典型的なパターンです。遺言を
残していても、その内容が不満な場合には、「遺留分」の請求
がなされ、生前贈与の持ち戻しが主張されるなどして揉めま
す。同居していた子が親の預金を勝手に引き出していたなど
と主張された場合には、親の生前に遡っての金銭の返還請
求がなされます。
　遺産分割は、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所の
調停となり、調停でも話し合いがまとまらなければ、裁判官
が審判で分割内容の判断をします。生前の貢献を評価しても
らいたい場合には別途「寄与分の申立」をして審判を受ける
必要があります。判断が出ても、高裁に抗告されるとさらに
長引きます。
　しかも、預金の引き出しについての返還請求、さらには相
続財産かどうかが争いのある資産がある場合（例えば生前
贈与について判断能力が無く無効であると主張する相続人
がいる場合など）は、一旦調停をストップして、地方裁判所で
裁判をする必要があります。
　これまでに10年以上きょうだい3人で争いを繰り返した事
例もありました。親が願うきょうだい間の平穏と、きょうだい
同士の思いは違います。財産の多寡は関係ありません。きょう
だい4人が約400万円の預金で何年も争った事例もあります。
　自分が死んだ後はどうなっても構わないという人は別とし
て、子どもたちがこのような紛争を繰り広げることがないよう
にするためには、子どもたちの思いや生活環境を十分に考慮
した、紛争の起こりようのない遺言を作り、公正証書として残
しておくことが第一です。公正証書遺言には親としての思いも
しっかり書いておきます。
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「四つのテスト」

次年度地区補助金プロジェクト全員協議会（１）

　生前贈与はできるだけ平等に行い、節税だけでなく、後々
の紛争を防止する観点も考えて行います。
　自分が認知症などで判断能力が無くなることも考えに入れ
れば、「家族信託」契約の活用も不可欠です。家族信託は、任
意後見契約とは異なり、財産の一部だけを信託したり、自分
の事業や財産を幾つかに分けてそれぞれ別の子どもに信託す

るといったことも可能ですし、信託している以上は、目的以
外に財産が流用されることは防げます。
　このようにお話しても、具体的に遺言や家族信託の相談
に訪れる人、すなわち紛争予防を考える人は少ないのが現
実です。皆さんの中で遺言を作成している人はどれ位いま
すか？私は、結婚したらすぐに遺言公正証書遺言を作りました。

ロータリーソング 【四つのテスト】

真実かどうか　みんなに公平か

好意と友情を深めるか

みんなのためになるかどうか
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幹事報告

・2022～2023年度　地区研修・協議会開催のご案内（登録料　無料）

　①全体会2022年4月3日（日）10：00～12：00（オンライン）   

　　RIテーマと地区方針

　　基調講演

　②部門別協議会開催期間2022年3月21日（月・祝）～4月24日（日）   

　　※個別スケジュール確認ください

　　出席義務者　次年度ガバナー補佐・会長・幹事・各委員長

・ロータリー手帳のご案内（希望者）

　5月下旬出来上がり予定

・地区大会のご案内　2022年5月13日（金）・14日（土）

　5月13日（金） 8:35～　親睦ゴルフ大会（城島ゴルフクラブ）  

  19:00～20:40　地区会員交流会・表彰式

　　　　　　　　　　　　　　（オアシスタワー）  

　5月14日（土） 13:00～17:00　本会議

　　　　　　　　　　　　　　（ホルトホール大分　１F大ホール）  

  18:30～20:30　RI会長代理歓迎晩餐会

　　　　　　　　　　　　　　（レンブラントホテル）

（2月21日）

「IT助っ人業」について卓話いただきました。

株式会社LOL　代表取締役　福田恭司様

卓話の時間

ニコボックス

★河野聡会長（1口）

まん防があけ、久しぶりに皆さんの顔を見ることができ、

大変うれしく感じてます。

ロータリーを楽しみましょう！ 

★髙橋道成会員（1口） 

今日は、知人の福田さんが卓話を快諾していただきまし

た。これからは会員となっていただき共にロータリアンと

して仲良くしていきたいなという想いをこめて1口させて

いただきます。

例会の予定

■ 3 月 7 日（月）

■ 3 月14日（月）

■ 3 月21日（月・祝）

■ 3 月28日（月）

■ 4 月 4 日（月）

地区補助金プロジェクトの全員協議会（２）

創立記念例会　「割烹にしおか」予定

　　休会

PETS報告

ゲスト卓話

ゲスト・ビジターの紹介

ゲ ス ト ：福田　恭司様（株式会社LOL　代表取締役）

ビジター：片山　勇様（大分臨海RC）

　　　　

藤本　保会員より委員会報告

これからの新型コロナ感染症について

　生前贈与はできるだけ平等に行い、節税だけでなく、後々
の紛争を防止する観点も考えて行います。
　自分が認知症などで判断能力が無くなることも考えに入れ
れば、「家族信託」契約の活用も不可欠です。家族信託は、任
意後見契約とは異なり、財産の一部だけを信託したり、自分
の事業や財産を幾つかに分けてそれぞれ別の子どもに信託す

るといったことも可能ですし、信託している以上は、目的以
外に財産が流用されることは防げます。
　このようにお話しても、具体的に遺言や家族信託の相談
に訪れる人、すなわち紛争予防を考える人は少ないのが現
実です。皆さんの中で遺言を作成している人はどれ位いま
すか？私は、結婚したらすぐに遺言公正証書遺言を作りました。


